
会が選ぶ手土
産” “有田川町の
食材を使ったレ
シピの紹介” な
ど、女性ならで
はのコンテンツ
が並んでいま
す。反響は大き
く、無料配布した 3,000 部は瞬く間になくなり、その後 2 回増
刷されました。
　その後も手作りマップ「ASOBOLA MAP」、「ASOBOLA（アソ
ボラ）」を続けて発刊、こちらも大きな反響があったそうです。
「ASOBOLA」では、「まちの楽しみ方のおすそ分け」というコ
ンセプトでメンバーが歩いて取材し、町内での楽しみ方をふん
だんに取り入れたスポットを紹介しています。
　こうして女子会が制作した「shiyola」、「ASOBOLA MAP」、
「ASOBOLA」は、町内の女性のみならず、町を訪れる人にも必
携の冊子になっていま
す。

将来の移住者へ
　女性の視点で町内の
魅力を紹介したことは
「女性が暮らしやすい
有田川町」として、町
外で暮らす女性の目を
有田川町に向けてもらう効果が出てきているといいます。
　そこで、その効果を一層高めるために現在、移住者向けの小
冊子を作成中です。楠部さんは、「有田川町への移住について
女性の目線から切り取って記事を仕上げていきます。移住され
た方へのインタビュー、有田川町でのライフスタイルを中心に
まとめて、主に移住に関する問合せをいただいた方に配付予定
です。女子会が手掛ける制作物は 4 冊目になりますが、それに
は町役場の支援も大きかったです。女子会は有田川町の魅力を
今後も発信していきます」と笑顔で力強く話してくれました。

まちづくりの女子会が立ち上がる
　有田川町のまちづくりで「女子会」の活動が注目されていま
す。「有田川女子会 UP Girls」（以下、女子会）のリーダーの楠
部睦美さんにお聞きしました。
　有田川町地方創生事業の一環として立ち上がったプロジェク
トチーム「Keep Aridagawa Weird」略して “AGW”。「有田川
町では “女性が住みたいまちづくり” を掲げていましたが、当
初の “AGW” のメンバーには女性が一人もいなくて、女性の意
見が反映されない状況でした。そこで、町からの働き掛けもあ
り、女性同士が話し合い、女性が住みたいと思える町をつくり
たい、という思いのもと、女子会が発足しました」と経緯を話
してくれた楠部さん。「2016 年 1 月に正式に任意団体を立ち上
げ、現在 30 代～ 40 代を 中心に約 40 名の女性が所属していま
す」とのこと。職種もゲストハウス経営者、農業、カフェ経営者、
主婦など様々です。

女性のための情報紙を発刊
　女性が集まると話も弾みます。「休みの時に何をしている？」
「女性としてもっと町内での楽しみ方があるのでは？」「最近、
町内にカフェが増えてきて、カフェ巡りも面白い」「町内にど
のようなお店があるの？」「どのような人たちがどのような活

動をしているの？」
「自然がいっぱいの
“映える” スポットを
知りたい」…など、
女性の目線からみた
有田川町の「まちの
ガイドブック」をま
とめてみようと「sh
iyola（シ ヨ ラ）」を
発刊しました。女子
会メンバーが１年か
けて取材・編集しま
した。
　「shiyola」には “美
を追求” “癒しを求め
て” “有田川の自然を
活かす子育て” “女子

★ 日程は新型コロナウイルス感染症の情勢等により、変更になることがあります。必ずご予約ください。
★ 橋本市市民活動サポートセンターでは、4月から 6月は第 2水曜日に加え、第 4水曜日も相談対応を実施します。

■ NPO基礎講座 in YouTube の公開について
　まもなく事業年度末を迎える NPO 法人も多いのではないで
しょうか。和歌山県 NPO サポートセンターでは、NPO 法人の
事業報告等にかかる実務、そして活動計算書のポイントをまと
めた講座を YouTube で配信しています。ぜひご覧ください。
★ NPO法人の事業年度末実務
　事業年度終了後の手続きについて解説。
　https://youtu.be/LR6IskisbGs
★ 活動計算書のポイント
　NPO法人会計基準に基づく活動計算書の
　記載方法等について解説。
　https://youtu.be/Ph18JTPeNqc

■ NPO法人の各種手続きに関するご相談
　NPO 法人の事業年度末にともない、様々な事務手続きが必要
になります。
　★ 和歌山県庁への事業報告書等の提出
　★ 役員任期が到達する場合は定款に記載された方法で役員の
　選任と代表権を持つ理事の選任。そのうえで和歌山県庁への
　役員変更等届出書の提出、法務局への役員変更登記（役員が
　全員再任の場合も手続きは必要です）
　★ 定款を変更する場合は、その内容に応じて定款変更届出書・
　定款変更認証申請書の提出
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発行・編集　和歌山県NPOサポートセンター（指定管理者：NPO法人わかやまNPOセンター）

和歌山県環境生活部 県民局 県民生活課 県民活動団体室
（和歌山県庁本館 2F）

TEL：073-441-2053　　FAX：073-433-1771
メール：e0313002@pref.wakayama.lg.jp
URL：https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/031300/npo/

[ 本紙は古紙再生率 70％以上の再生紙を使用しております ]

和歌山県NPOサポートセンター （県民交流プラザ和歌山ビッグ愛9F）
TEL：073-435-5424　　FAX：073-435-5425
メール：info@wakayama-npo.jp　URL：https://www.wakayama-npo.jp/
受付時間：火曜日～土曜日　9:00 ～ 20:50（21:00 閉館）
　　　　　日曜日　9:00 ～ 17:30
休館日：月曜日・祝祭日・年末年始（12/29 ～ 1/3）
【指定管理者：認定特定非営利活動法人わかやまNPOセンター】

NPO に関するご相談は
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TA K E  F R E E橋本市市民活動サポートセンター
■相談日：原則毎月第 2水曜日の 10 時～ 16 時
■場　所：橋本市保健福祉センター 2F
■相談予約電話番号：0736-33-0088　FAX　0736-33-0095
■対　象：原則として橋本市内に拠点を置き活動中、または活
　　　　　動しようとする団体

田辺市市民活動センター
■相談日：原則毎月第 2金曜日の 10 時半～ 16 時
■場　所：田辺市民総合センター 2F
■相談予約電話番号：0739-26-9833（FAX 同番号）
■対　象：田辺市を中心とした紀南エリアで活動中、または活 
　　　　　動しようとする団体

各種相談のご案内

和歌山県 NPO サポートセンターからのお知らせ

有田川女子会 UP Girls
URL　http://shiyola-web.jp/
Mail　aridagawaupgirls01@gmail.com

■ 田辺市・橋本市での出張相談について（要予約・無料）
　和歌山県 NPO サポートセンターでは以下の 2 カ所で出張相談をおこなっております。ご希望の方は各センターへお電話でご予約
ください。なお、1件あたりの相談時間は 1時間までとさせていただいております。

■ ZOOM による相談について（要予約・無料）
　和歌山県 NPO サポートセンターでは対面・電話・メールのほかに、ZOOM による相談も受け付けています。事前に日時をご予約
ください（※）。画面共有などオンラインならではの機能でわかりやすくご案内いたします。
　※ ご予約状況により、当日対応可能なこともあります。お気軽にお問い合わせください。

　★ 法人税・消費税等の納税事業者の場合は申告と納付
　上記のような様々な書類の作成と提出が必要になります。定
款等もご確認のうえ、期日までに手続きをいただきますようお
願いいたします。
　書類作成のご相談は和歌山県 NPO サポートセンターで受け
付けていますが、例年 4 月～ 6 月は相談が集中します。時間に
余裕をもってご相談ください。

■ NPO法人の手続きのデジタル化について
　昨年 6月に特定非営利活動促進法（NPO法）が改正されたの
に伴い、NPO 法人の各種手続きのデジタル化が進められること
になっています。
　現在、内閣府を中心に準備が進められており、具体的なシス
テムの概要は明らかになっていませんが、早ければ来年はじめ
にもシステムの運用が一部開始されるのではないかという見通
しとなっています。和歌山県と和歌山県NPOサポートセンター
では、県内の NPO 法人のみなさまが円滑に対応できるよう、
今後調査や準備を進める計画です。
　その一環で、アンケートやヒアリングなどの調査を実施する
場合があります。その節はご協力をいただきますようお願いい
たします。

和気あいあいとした打ち合わせ和気あいあいとした打ち合わせ

取材の様子取材の様子

shiyola と ASOBOLA の表紙shiyola と ASOBOLA の表紙



助成金 & 公募情報
地域・ひと・まちづくり補助事業
　市町村や民間団体等が行う、地域性や独創性を発揮した魅力
的な地域づくりを推進する事業に補助金を交付します。
【対象団体】　市町村、一部事務組合、広域市町村圏協議会、広
域連合、複数市町村等で構成される団体（等には、県、民間団
体を含む）、和歌山県に本拠を持ち県内で活動する団体（市町
村や、企業、第三セクターが参加している場合も可）
【対象事業】　①地域文化育成事業、②地域資源活用事業、③地域
交流事業、④UJI ターン促進事業、⑤地域情報化推進事業、⑥ひと
づくり推進事業、⑦その他、住民福祉の増進や地域の活性化等
地域振興上知事が特に必要と認める事業
【補助金額】　補助対象経費の 1/2 以内かつ 100 万円以内（ただ
し事業費が 30 万円以上のもの）
【主催】　和歌山県内の各振興局企画産業課
　募集期間は振興局により異なりますのでご注意ください。詳
細は各振興局企画産業課のウェブサイトをご覧ください。

農業農村活性化支援モデル事業
　お住まいの地域で取り組んでみたい、地域に活気を呼び起こ
し農業用施設や農地の利活用につながる企画を募集します。
【対象団体】　和歌山県内に所在する農村集落や生産組織等、ま
たは、県内に事務局のある特定非営利活動法人あるいは非営利
の社会貢献活動を行う活動団体（ボランティア団体等、法人格
を持たない団体を含む。）であること。ほかにも要件がありま
すので詳しくは募集要項をご覧ください。
【対象事業】　（事業例）中山間地域における都市住民の援農支
援、農地復元のための用水路やため池の保全、農業用施設を活
用した学習会の実施、古くからのむら行事を復活させるための
農地を利用した取組、遊休農地を活用した特産加工品の原料づ
くりや景観作物の植栽　など
【委託金額】　企画する提案は最長 3 年とし、委託金額の限度額
は 1団体につき、事業期間 3年の場合は総額 100 万円、事業期
間 2年の場合は総額 80 万円、事業期間 1年の場合は 50 万円
【締め切り】　3月 15 日（火）
【主　催】　和歌山県庁農林水産総務課 里地・里山振興室
　詳しくはウェブサイトから詳細の募集要項をご覧ください。
　https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/070110/

わかば基金
【対象団体】　日本国内の一定地域に活動拠点を設け活発な福祉
活動を進めているボランティアグループやNPO
【支援内容】　「支援金」部門…1団体上限100万円（15団体程度）、
「災害復興支援」部門…1団体上限 100 万円（5 団体程度）、「リ
サイクルパソコン」部門…1団体上限 3台（総数 30 台ほど）
【締め切り】　3月 30 日（水）必着
【主　催】　NHK厚生文化事業団
　詳しくはウェブサイトをご覧ください。
　https://www.npwo.or.jp/

タカラ・ハーモニストファンド
【対象事業】　自然環境を守り、育てる活動または研究を実践す
る個人および団体がおこなう、日本の森林や水辺の自然環境を

守る活動や、そこに生息する生物を保護するための研究
【助成金額】　総額 500 万円程度、助成件数 10 件程度
【締め切り】　3月 31 日（木）必着
【主　催】　宝ホールディングス（株）
　詳しくはウェブサイトをご覧ください。
　https://www.takara.co.jp/environment/fund/

第 12回大阪帝塚山ロータリークラブ社会奉仕基金 
【対象団体】　近畿 2 府 4 県に所在し、社会奉仕活動をおこなっ
ている団体。電子メールを使えることが必要です。
【対象事業】　上記団体が企画・遂行する社会奉仕活動
【助成金額】　1団体あたり 30 万円を上限、3団体
【締め切り】　4 月 20 日（水）16 時
【主催】　大阪帝塚山ロータリークラブ
　詳しくは同クラブのブログをご覧ください。http://osaka-te
zukayama-rc.cocolog-nifty.com/

事業復活支援金【新型コロナ対策】
【対象団体】新型コロナウイルス感染症の拡大や長期化等によ
り、収入の減少が続いている事業者。NPO 法人や公益法人を対
象とした特例申請も受け付けています。寄附金等を主な収入と
している場合は寄附型法人等の特例もあります。
【支援金額】　上限 60 万円～ 250 万円（法人の収入額や収入の
減少幅などにより上限額が決まります）
【締め切り】　5 月 31 日（火）
【主催】　中小企業庁
　詳細は「事業復活支援金」公式サイトをご覧ください。
　https://jigyou-fukkatsu.go.jp/

子ども夢基金 2次募集
【対象団体】　青少年教育に関する活動をおこなう社団法人、財
団法人、NPO法人、法人格を有しない地域のグループ等
【対象事業】　子供の体験活動、子供の読書活動、子供向け教材
開発・普及活動等
【助成金額】　1団体あたり 50 万円を上限
【対象期間】　2022 年 10 月 1日～ 2023 年 3月 31 日
【募集期間】　5 月 1 日（日）～ 6月 14 日（火）消印有効（なお、
電子申請の場合は 6月 28 日（火）17 時）
【主　催】　独立行政法人国立青少年教育振興機構
　詳細はウェブサイトをご覧ください。
　https://yumekikin.niye.go.jp/jyosei/

【各種情報はブログやメールマガジンで発信中！】
　NPO・ボランティア団体のみなさまからのイベント情報、ボランティ
ア募集情報、各種助成金や公募に関する情報等は、和歌山県 NPO ホー
ムページ「わかやま NPO 広場」内の情報ブログ（随時更新）と、ブロ
グに新たに掲載された情報を毎月 2 回コンパクトにお届けするメール
マガジン「NPO☆つれもて☆メール」で発信しています。
　みなさまからの情報もお待ちしています！
▶ 情報ブログはこちらから。
　https://blog.canpan.info/wnc/
▶ メールマガジン配信登録は以下のいずれかの方
法で受け付けています。
　① 右の QR コードを読み込み、登録フォームにお
名前、配信希望アドレスを入力
　② メール本文にお名前と配信希望アドレスを記
入の上、info＠wakayama-npo.jp へメールを送信

　2010 年に民間主導で策定された「NPO 法人会計基準」。和歌山県は NPO 法人会計基準を採用している NPO 法人の割合が
全国でもトップクラス。しかし、基準にきちんと準じた書類が必ずしも作成されていないケースがみられます。NPO 法人の
活動計算書はインターネットで誰でも閲覧できる時代。会計基準に即した書類作成のポイントをお伝えします。

NPO 法人会計基準を活用した計算書類づくり

収益は 5分野に分類
　NPO 法人会計基準では収入にあたる「収益」は、①受取
会費（正会員や賛助会員等からの会費）、②受取寄附金、③
受取助成金等（助成金や補助金など）、④事業収益（事業
による売上、受託収益など）、⑤その他収益（利息など）
の 5つに大分します。
　3 列に分かれている金額欄は、左から小項目合計、中項
目合計、大項目合計を記載します。

費用はまず 2つに、さらに 2つに分類
　支出にあたる「費用」は、まず①事業費（団体の事業
に直接かかった経費）、②管理費（団体の運営にかかった
経費）の 2 つに分類します。そのうえで、事業費・管理
費それぞれを（1）人件費（人の雇用にかかった各種費用）、
（2）その他経費（人件費以外のすべての経費）に分類し
ます。左列に人件費・その他経費ごとに小計を記載し、
中列に事業費・管理費の小計を記載します。

事業費＞管理費 が原則
　NPO 法人は非営利活動をおこなう事業体。事業費総額
が管理費総額を上回ることが原則とされています。管理
費のほうが高いと「組織運営のための経費がやみくもに
かかっている」と誤解されてしまう懸念もあります。
　人件費をすべて管理費に計上しているケースもみられ
ますが、事業に直接関わっている方の人件費は事業費に
含めることが望ましいといえます。もし 1 人が事業にも
組織運営にも関わっている場合は、客観的な割合に基づ
いて人件費を按分してください。

注記も重要
　活動計算書では、計算書類の注記も重要とされていま
す。最低限、採用している会計基準を記載することが求
められていますが、このほか、事業別収支や固定資産、
借入金等の状況を記載することで、計算書に記載されて
いる内容を補足することができます。団体の総会等で役
員や会員のみなさんに開示するだけではなく、インター
ネット等で広く一般の方が見ることができることを前提
に、第三者にとってわかりやすい計算書づくりにチャレ
ンジしてみてください。

特集

　　　科　目　　　　　　　　　　金　　　　　　額
Ⅰ 経常収益
　1. 受取会費
　　正会員受取会費 150,000
　　賛助会員受取会費 100,000 250,000
　2. 受取寄附金
　　受取寄附金  300,000 300,000
　3. 受取助成金等
　　受取助成金  120,000
　　受取補助金  140,000 260,000
　4. 事業収益
　　●●事業収益  100,000
　　▼▼事業収益  180,000 280,000
　5. その他収益
　　受取利息            10
　　雑収益            90        100
　経常収益計    1,090,100
Ⅱ 経常費用
　1. 事業費
　　（1）人件費
　　　給料手当  240,000
　　　福利厚生費    10,000
　　　人件費計  250,000
　　（2）その他経費
　　　消耗品費  120,000
　　　賃借料    80,000
　　　印刷製本費  100,000
　　　旅費交通費    50,000
　　　保険料    10,000
　　　その他経費計 360,000
　　事業費計   610,000
　2. 管理費
　　（1）人件費
　　　給料手当  100,000
　　　福利厚生費      5,000
　　　人件費計  105,000
　　（2）その他経費
　　　消耗品費    20,000
　　　賃借料    80,000
　　　印刷製本費    30,000
　　　保険料      5,000
　　　その他経費計 135,000
　　管理費計   240,000
　経常費用計      850,000
　当期経常増減額      240,100
Ⅲ 経常外収益
　経常外収益計      　　　0
Ⅳ 経常外費用
　経常外費用計      　　　0
当期正味財産増減額     240,100
前期繰越正味財産額     100,000
次期繰越正味財産額     340,100

▲
事業費の合計

事業費の合計が
管理費の合計より
多くなるのが原則

▲
経常収益の合計

▲
管理費の合計

◀1. の合計

◀Ⅱの合計

前年度の次期繰越正味財産と一致▶
貸借対照表や財産目録と一致▶

◀ⅠとⅡの差

　 経常外収益・費用
◀ を盛り込んだ差額

「経常外」には当期の経常収支に当てはまら
ない収益や費用を計上。
（例）過年度損益修正や固定資産売却益など

●共通経費の按分

◀2. の合計

◀3. の合計

◀4. の合計

◀5. の合計

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▼

▼

▼
▼

▼

▼
▼

　人件費や賃借料など、事業費・管理費双方にまたがる支出がある場合は、
合理的な基準に基づき按分して計上してください。
【例】1 人が週 3 日は事業に、週 2 日は組織運営に携わっている場合は、人
件費等を事業費：管理費＝3：2に按分。
　借りている事務所の 3/4 のスペースで事業を、1/4 で事務を行っている場
合は、賃借料・水道光熱費等を事業費：管理費＝3：1で按分。

詳細はこちらをご覧ください　　　NPO法人会計基準協議会ウェブサイト　https://www.npokaikeikijun.jp/
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